
 

 

 

１ 制度の概要 

目 的 
新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯

に対して、臨時特別的な給付措置として実施するものです。 

実施主体 市町村 

支給金額 対象児童１人につき 10,000円 

支給対象者 

令和２年４月分の児童手当（特例給付を除く）受給者 

 ※公務員受給者を含む 

令和元年度の 15歳到達者（令和２年度の高校１年生等）につ

いては、令和２年３月分の児童手当の受給者 

 

２ 対象件数 

受給者数見込み 市児童手当受給者 22,600件 

公務員受給者    2,100件 

対象児童数見込み 41,000人 

 

３ 予算額 

  425,100千円 

   〔内 訳〕 

    事業費（給付費）   410,000千円 

事務費         14,020千円 

人件費         1,080千円 

※全額国庫補助対応 

 

４ 実施スケジュール 

  ５月末の案内文書送付に向け事務を進めます。 

 

 

 

問い合わせ 青少年子ども部子ども政策課 TEL0568－85－6201 

２．子育て世帯への臨時特別給付金について（国） 


